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【資料２ 上越地域 10 市町村任意合併協議会関連資料】 

 

上越地域１０市町村任意合併協議会規約 

 （目的） 
第１条 本会は、上越市、牧村、清里村、三和村、名立町、板倉町、浦川原村、大島

村、安塚町及び中郷村（以下「１０市町村」という。）が、市町村合併を含む広域

的な新しい行政執行体制の整備や自主自立のまちづくりについて協議することを目

的とする。 
 （名称）  
第２条 本会は、上越地域１０市町村任意合併協議会（以下「協議会」という。）と

称する。 
 （協議事項） 
第３条 協議会は、次の事項について協議を行う。 
（１）１０市町村の広域的なまちづくりの将来構想に関する事項 
（２）１０市町村の広域的な行政制度及び行政サービスの提供に関する事項 
（３）協議会の予算及び決算に関する事項 
（４）その他市町村合併に関し必要な事項 
 （組織） 
第４条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。 
（１）１０市町村の長及び助役 
（２）１０市町村の議会の議長及びそれぞれの議会の選出する議員２名 
（３）１０市町村の住民及び関係団体の代表者 
（４）学識経験者その他の者で１０市町村の長が協議により必要と認めるもの 
 （役員の設置等） 
第５条 協議会に次の役員を置く。 
（１）会長 
（２）副会長 ９人 
（３）監事 ２人 
２ 役員は、協議会を組織する者（以下「委員」という。）の互選により定める。 
 （役員の職務） 
第６条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。この場合において、会長の職務を代理する順序は、あらかじめ会

長が定める。 
３ 監事は、協議会の会計を監査し、その結果を協議会に報告する。 
 （会議等） 
第７条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて会長が招集し、会

長が議長となる。 
２ 委員の３分の１以上の者から会議に付議すべき事項を示し、会議の招集の請求が

あったときは、会長は、会議を招集しなければならない。 



- 302 - 

 
 
３ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 
４ 協議会は、検討に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め

て意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 
 （小委員会） 
第８条 特定事項を調査研究するため、協議会に小委員会を置くことができる。 
２ 小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。 
 （幹事会及び専門部会） 
第９条 会議に諮る事項をあらかじめ協議し、及び調整するため、協議会に幹事会を

置く。 
２ 第３条各号に掲げる事項を専門的に協議し、及び調整するため、幹事会に専門部

会を置く。 
３ 幹事会及び専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 （事務局） 
第１０条 協議会に事務局を置く。 
２ 事務局に置く職員は、１０市町村の長が協議により定める。 
３ 前項に定めるもののほか事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 （経費の負担） 
第１１条 協議会の経費は、１０市町村の負担金その他の収入をもって充てる。 
 （会計年度） 
第１２条 協議会の会計年度は、普通地方公共団体の会計年度とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、準備会が解散した場合の会計年度は、解散の日に終わ

るものとする。この場合において、当該年度の会計決算は、会長の職にあった者が

行い、委員であった者に報告するものとする。 
 （その他） 
第１３条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に

諮って別に定める。 
附 則 

 （施行期日） 
１ この規約は、平成１３年１０月１６日から施行する。 
 （会計年度の特例） 
２ この規約の施行の日（以下「施行日」という。）の属する会計年度は、第１２条

第１項の規定にかかわらず、施行日から平成１４年３月３１日までとする。 
   附 則 
 この規約は、平成１４年３月１日から施行する。 
   附 則 
 この規約は、平成１４年４月１７日から施行する。 
   附 則 
 この規約は、平成１４年５月３０日から施行する。 
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行政制度及びサービスの調整方針案 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

平成 1４年１０月４日 

 
上越地域１０市町村任意合併協議会 
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「上越地域の 10 市町村の行政制度及びサービスの調整方針案」について 

 
 この資料は、上越地域 10 市町村任意合併協議会を構成する 10 市町村が仮に合併し

た場合の行政制度及びサービスについて、住民生活に密接に関係するものを抽出し、

そのあり方を住民にお示しするための「行政制度及びサービスの調整方針案」です。 

したがって、合併後の実際の行政制度及びサービスを示すものではありません。（実

際の調整は法定合併協議会で行います。） 

この「行政制度及びサービスの調整方針案」は、現在各市町村が行っている行政制

度及びサービスの中から人口 17 万人の新市として、厳しい財政状況の中でより効率

的な行財政運営を行い、多様化する行政ニーズに対応し、将来にわたり安定した行政

サービスを行っていくために、より現実的で実行可能なものを検討しその方向性を示

したものです。 

また、住民への影響を考え可能な限り激変緩和措置（一定の期間を設定し、その間

はこれまでの各市町村の制度を個別に運用する方法）を取り入れました。 

なお、一定期間とは合併特例法に規定されている税の不均一課税を認められている

５年以内としています。 

任意合併協議会としては、大枠の調整方針案を示すことに留め、住民説明の際は、

その項目や現行サービスとの比較方法などは、各市町村が独自の方法で行うものとし

ます。 

  

  ○ 「合併の方式」は上越市への編入合併とします。 

○ 「合併の期日」は平成 17 年 1 月 1 日とします。 

○ 「新市の事務所の位置」は上越市役所（本庁）とし、現在の各町村に支所を

置きます。 

○ 「議員の任期及び定数」に関して特例措置を採用します。その際、定数特例

または在任特例のいずれを選択するかは法定協議会において決定します。ま

た、一般選挙の方法（選挙区の設定）については新市の議会において決定さ

れます。 

基 本 項 目 
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